
平成２８年５月３０日 

 

保険新商品の取扱開始について 

 

 佐賀銀行（頭取 陣内 芳博）は、多様化するお客さまの資産運用ニーズへの対応やライフプランの

お手伝いをより充実させるため、将来の介護の備えや、資産形成のための貯蓄・運用をお考えのお客

さまに向けて、下記の通り生命保険商品を追加して取扱うことといたしましたので、お知らせいたし

ます。 

記 

１． 取扱開始日および取扱商品 

(１)取扱開始日  

平成２８年６月１日（水） 

 

 (２)取扱商品 

保険種類 商品名 選定のポイント 引受保険会社 

一時払 

終身保険 

やさしさ二重奏 

(５年ごと利差配当付介護終身年

金保障保険) 

家族にのこしながら介護に一生涯備えるこ

とができる、「死亡保障」と「介護保障」に

対応できる保険 
明治安田生命 

保険相互会社 
平準払 

終身保険 

しあわせの階段 

(５年ごと利差配当付逓増終身保

険(低解約返戻金型)) 

資産形成層のための、最低限の死亡保障を備

えながら、低廉な保険料で積み立てること

で、顧客の貯蓄ニーズに応えることができる

保険 

外貨建 

一時払 

変額終身保険 

えがお、ひろがる 

積立金自動移転特約付通貨選択

一般勘定移行型変額終身保険 

外貨建て変額保険。運用目標に到達したら円

建て資産を自動確保するとともに、最低保証

がある「運用成果を追求したい」顧客ニーズ

に応えることができる保険 

三井住友海上 

プライマリー 

生命保険株式会社 

 

２． 取扱店 

全店（東京支店を除く８３か店、１９出張所） 

 
※今回新たに追加する商品の概要は別紙のとおりです。 

                                        以  上 
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                                           別紙－１ 

○ 今回追加する取扱商品の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 内   容 

商品名 やさしさ二重奏（5年ごと利差配当付介護終身年金保障保険） 

引受保険会社 明治安田生命保険相互会社 

商品イメージ 

(死亡給付金・ 

介護終身年金の 

受取りイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品の主な特徴 ・加入直後から一時払保険料を上回る死亡保障があり、所定の要介護状態に該当しな

い場合、保障は一生涯継続します。 

・所定の要介護状態に該当されたときは、介護終身年金を一生涯受取れます。 

※介護終身年金お支払い中の死亡給付金は、年金をお支払いした分減少します。 

※介護終身年金を10回以上お支払いした場合、死亡給付金はありません。 

被保険者の 

契約年齢範囲 

40歳～80歳（保険年齢） 

※ただし、満40歳未満は加入できません。 

告知・診査方法 告知書扱・個人健康診断書扱・嘱託医扱（診査医扱） 

介護終身年金 

年額範囲 

12万円～1,000万円（1万円単位） 

※ただし、告知書扱いで契約可能な年金年額の範囲は以下のとおりです。 

被保険者の契約年齢40歳～49歳：12万円～200万円（1万円単位） 

50歳～60歳：12万円～100万円（1万円単位） 

             61歳～80歳：12万円～50万円（1万円単位） 

保険料払込方法 一時払い 

解約返戻金 解約返戻金は、契約年齢・性別・経過年数により異なります。 

ご契約後、一定期間内に解約された場合の解約返戻金は、一時払保険料を下回ります。 



別紙―２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 内   容 

商品名 しあわせの階段（5年ごと利差配当付逓増終身保険(低解約返戻金型）） 

保険会社 明治安田生命保険相互会社 

商品イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品の主な特徴 ・ご契約後一定期間は死亡保険金が毎年増加します。 

 ※基本保険金額の20％ずつ毎年増加し、3倍型は基本保険金額の3倍まで増加します。 

・期間の経過とともに解約返戻金が増加します。 

 ※保険料払込期間中の解約返戻金は、既払込保険料相当額を下回ります。また、保険

料払込期間満了後に解約された場合でも、解約返戻金が既払込保険料相当額を下回

る場合があります。 

被保険者の 

保険契約年齢範囲 

3倍型：16歳～70歳（満年齢） 

保険料払込期間 3倍型：16歳～44歳：10年～40年 

（保険料払込期間満了時の被保険者年齢80歳以下） 

    45歳～64歳：10年～30年 

（保険料払込期間満了時の被保険者年齢75歳以下） 

    65歳～70歳：10年のみ 

最低基本保険金額 80万円（10万円単位） 

告知書扱の 

基本保険金額上限 

16歳～39歳：1,500万円 

40歳～49歳：1,000万円 

50歳～60歳：500万円 

61歳～75歳：250万円（3倍型は70歳まで） 

保険料払込方法 月掛（毎月1回の払込み）・新年掛（毎年1回の払込み） 

  ※保険料払込方法は変更可能です。 

 ※保険料の一括払い（前納）は取扱いません。 

告知・診査方法 告知書扱・個人健康診断書扱・嘱託医扱（診査医扱） 

解約返戻金 ・保険料払込期間中の解約返戻金は既払込保険料相当額を下回ります。 

・契約の型・契約年齢・性別・経過年数等によっては、保険料払込期間満了後に解

約された場合でも、解約返戻金が既払込保険料相当額を下回ることがあります。 



別紙―３ 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 内   容 

商品名 えがお、ひろがる（積立金自動移転特約付通貨選択一般勘定移行型変額終身保険） 

保険会社 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 

商品イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品の主な特徴 ・3種類の通貨から契約通貨を選択していただきます。 

※契約通貨：豪ドル・米ドル・ニュージーランドドル 

・死亡保障は最低保証があり、ロールアップ死亡保障により、毎年最低死亡保障が充

実します。 

・特別勘定での運用期間満了後は、最低移行原資金額として基本保険金額の 100～

115％を保証します。（契約時に契約通貨ごとの最低移行原資保証割合が決まってい

ます） 

・運用期間中は 105％～200％の範囲で目標値を設定でき、契約日から起算して 1 年

経過以後、目標額に到達したら運用成果を自動確保します。 

被保険者の 

契約年齢範囲 
15歳～80歳（満年齢） 

基本保険金額 

（一時払保険料） 

最低 豪ドル：2万豪ドル（1豪ドル単位） 

米ドル：2万米ドル（1米ドル単位） 

NZドル：2万NZドル（1NZドル単位） 

最高 5億円（保険料受領日の換算レートによる円換算額） 

円入金特約 

付加の場合 
200万円以上5億円以下（1万円単位） 

保険期間 終身 

積立期間 

(特別勘定での運用期間) 
15年 

保険料払込方法 一時払のみ 

解約控除 一時払保険料に経過年数に応じた解約控除率を適用します。 

※1 

※1この保険の移行日は、契約日から15年後の契約応答日となります。 

 
※1 



 別紙－４ 

生命保険商品についてご注意いただきたい事項 

 

● ご検討にあたっては、商品ごとの「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起

情報）」「ご契約のしおり」「約款」等を必ずお読みください。 

● 佐賀銀行は保険契約締結の媒介を行いますが、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、

保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して、引受保険会社が承諾したときに有効に成立

します。 

● 個人年金保険、一時払終身保険、平準払終身保険、学資保険、がん保険、医療保険は生命保険商品で

す。生命保険商品は、預金ではありませんので預金保険制度の対象ではありません。 

● 引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象となりますが、保険金

額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。 

● ご契約中の生命保険商品を契約期間中に解約した場合の払戻金は一時払保険料または払込保険料累

計額を下回る場合があります。 

● 商品によっては、国内外の株式や債券で運用するため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動

等により、投資した資産の価値が投資元本を割込むことがあります。これに伴うリスクは、ご契約者

のみなさまご自身のご負担となります。 

● 生命保険商品は、ご契約時の契約初期費用のほか、ご契約後も保険関係費用、運用関係費用等がかか

る場合があります。また、据置期間中に解約された場合、市場価格調整費用などがかかる場合があり

ます。ただし、費用等は商品ごとに費用の種類や料率等が異なるため、記載することができません。

詳細は、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」等をご覧ください。 

● 法令等の規制により、お客さまのお勤め先や、融資のお申込み状況等によっては、平準払終身保険、

学資保険、がん保険、医療保険をお申込みいただけない場合があります。 

● 生命保険商品をご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは

ありません。 

● ご契約時に告知いただいた内容が正しくないと、ご契約が解除になったり、保険金や給付金がお受取

りになれないことがあります。 

● がん保険、医療保険は保険料が未入金となった場合、一定の猶予期間がありますが、お払込みがない

まま猶予期間が経過した場合、ご契約は効力を失います。詳細は「契約概要・注意喚起情報」「ご契約

のしおり」「約款」をご確認ください。 

● 保険のお申込みに際しては必ず、保険販売資格を持つ募集人にご相談ください。 


